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国
民
生
活
等
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
の
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
二
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
自
動
車
取
得
税
の
非
課
税
等
）

（
自
動
車
取
得
税
の
非
課
税
等
）

第
三
十
二
条

道
府
県
は
、
国
の
行
政
機
関
の
作
成
し
た
計
画
に
基
づ
く
政
府
の
補
助

第
三
十
二
条

道
府
県
は
、
国
の
行
政
機
関
の
作
成
し
た
計
画
に
基
づ
く
政
府
の
補
助

を
受
け
て
、
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運

を
受
け
て
、
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
路
線
で
輸
送
人
員
の
減
少

送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
路
線
で
輸
送
人
員
の
減
少

等
に
よ
り
運
行
の
維
持
が
困
難
に
な
つ
て
い
る
も
の
の
運
行
の
用
に
供
す
る
一
般
乗

等
に
よ
り
運
行
の
維
持
が
困
難
に
な
つ
て
い
る
も
の
の
運
行
の
用
に
供
す
る
一
般
乗

合
用
の
バ
ス
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

合
用
の
バ
ス
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
取
得
が
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
六
百
九

該
取
得
が
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
六
百
九

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
は
、

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
は
、

自
動
車
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

自
動
車
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
～
５

略

２
～
５

略

６

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
自

６

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
自

動
車
の
取
得
に
係
る
第
六
百
九
十
九
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

動
車
の
取
得
に
係
る
第
六
百
九
十
九
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

「
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
万
円
」
と
す
る
。

「
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
万
円
」
と
す
る
。

７

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
二
十
を
乗
じ

７

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
二
十
を
乗
じ

て
得
た
数
値
以
上
の
自
動
車
の
う
ち
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
附
則
第
十
二
条
の
三

て
得
た
数
値
以
上
の
自
動
車
の
う
ち
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
附
則
第
十
二
条
の
三

第
三
項
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
（
次
項
に
お
い
て
「

第
三
項
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
（
次
項
に
お
い
て
「
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平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
」
と
い
う
。
）
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
」
と
い
う
。
）
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
取
得
（
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
適

も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
取
得
（
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
係
る
第
六
百
九
十
九
条
の
七
第
一

用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
係
る
第
六
百
九
十
九
条
の
七
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」

と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

８

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て

８

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て

得
た
数
値
以
上
の
自
動
車
の
う
ち
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化

得
た
数
値
以
上
の
自
動
車
の
う
ち
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化

物
排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
取

物
排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
取

得
（
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の

得
（
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の

取
得
を
除
く
。
）
に
係
る
第
六
百
九
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

取
得
を
除
く
。
）
に
係
る
第
六
百
九
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の

は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額

間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額

か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

９
及
び

略

９
及
び

略

10

10

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
す

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
す

11

11

る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成

る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成

十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保

十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保

安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
重
量

安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
重
量

車
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

車
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ

が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
重
量
車
基
準
適
合
車
」
と
い
う
。
）
の
取
得
（
第
三
項
か
ら
第
五

の
項
に
お
い
て
「
重
量
車
基
準
適
合
車
」
と
い
う
。
）
の
取
得
（
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
、
第
七
項
、
第
八
項
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

項
ま
で
、
第
七
項
、
第
八
項
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
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得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十

八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

り
、
第
六
百
九
十
九
条
の
八
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ

り
、
第
六
百
九
十
九
条
の
八
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ

い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又

い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又

は
第
二
項
に
定
め
る
率
か
ら
百
分
の
一
（
窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
排
出
量

は
第
二
項
に
定
め
る
率
か
ら
百
分
の
一
（
窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
排
出
量

が
平
成
十
七
年
重
量
車
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物

が
平
成
十
七
年
重
量
車
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物

質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
重
量
車
基
準
適
合
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
重
量
車
基
準
適
合
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
次
項
に
お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は

（
次
項
に
お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は

、
百
分
の
二
）
を
控
除
し
た
率
と
す
る
。

、
百
分
の
二
）
を
控
除
し
た
率
と
す
る
。

特
定
基
準
適
合
車
で
あ
り
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
で
あ
る
自

特
定
基
準
適
合
車
で
あ
り
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
で
あ
る
自

12

12

動
車
の
取
得
に
対
す
る
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
平
成
二
十

動
車
の
取
得
に
対
す
る
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
平
成
二
十

一
年
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
」
と
、
「
百
分

一
年
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
」
と
、
「
百
分

の
一
・
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
」
と
す
る
。

の
一
・
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
」
と
す
る
。
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附
則
第
二
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

号
）
）

改

正

案

現

行

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
一
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
二

附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
平
成
二
十
年
三
月
三

年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
六
項
中
「
平
成
二
十
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二

十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

十
年
五
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項

、
同
条
第
七
項

中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か

中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日

（
平
成
二
十
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
の
翌
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月

か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五

三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五

」
に
、
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
地

」
に
、
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の

成
二
十
年
四
月
一
日

日
の
翌
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
及

か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
及

び
第
十
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

び
第
十
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
い
う

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
い
う

11

11

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
（
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
（
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七

項
、
第
八
項
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。

項
、
第
八
項
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。

）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
地
方
税
法
等
の
一

）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
年
四
月
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部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
の
翌
日
か

一
日

か

ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
六
百

ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
六
百

九
十
九
条
の
八
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の

九
十
九
条
の
八
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
二

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
二

項
に
定
め
る
率
か
ら
、
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
（

項
に
定
め
る
率
か
ら
、
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
（

当
該
取
得
が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

当
該
取
得
が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
一
）
を
、
第
二
号
に
掲
げ
る
軽
油
自
動

に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
一
）
を
、
第
二
号
に
掲
げ
る
軽
油
自
動

車
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
を
、
第
三
号
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
に
あ
つ
て
は
百
分

車
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
を
、
第
三
号
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
に
あ
つ
て
は
百
分

の
一
（
当
該
取
得
が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一

の
一
（
当
該
取
得
が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
〇
・
五
）
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し

日
ま
で
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
〇
・
五
）
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し

た
率
と
す
る
。

た
率
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

略

略

12

12

附

則

附

則

（
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
が
平
成
二
十
年
四
月
一
日
後
と
な
る
場
合
に
お
け
る
経
過

措
置
）

第
二
十
条
の
二

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
が
平
成
二
十
年
四
月
一
日
後
と
な
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要

な
事
項
（
こ
の
附
則
の
規
定
の
読
替
え
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
こ
の
法
律
の
円
滑
な

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。


